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１　基本方針別推進計画

基本理念
「いつでも　いつまでも　秋田市の上下水道」

　　　　　　　　　　　　基本方針
　　　　　１　安全な水道水の供給
　　　　　２　快適な生活空間の維持向上
　　　　　３　災害に強い上下水道の構築
　　　　　４　お客さまサ－ビスの向上
　　　　　５　経営基盤の強化

基本計画（平成29年度～平成38年度）

　　　　　５　経営基盤の強化
　　　　　６　環境への配慮

具体的施策

＜取組・事業＞
・・・施策ごとの事業・取組について、５年間の概要を
　　記載する

推進計画（平成29年度～平成33年度）

推進計画は、基本理念「いつでも いつまでも 秋田市の上下水道」の実現に向け、

６つの基本方針に掲げた目標指標の達成のために取り組んでいく、具体的な事業

計画や指標を取りまとめた５年間の計画です。
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２　施策体系と目標設定

基本方針 具体的施策 取組・事業

①　水質検査機器整備事業

②　取水導水施設点検管理業務

③　松渕浄水場等取水井内部清掃点検業務

①　水質検査機器整備事業【再掲】

②　水道ＧＬＰの認定維持

③　水質監視機器整備事業

新 ④　水安全計画の運用

新 ①　仁井田浄水場更新事業

新 ②　鉛製給水管取出部解消事業

新 ③　メ－タ－廻り鉛製給水管の解消事業

④　貯水槽水道の適切な管理

⑤　直結式給水の普及促進

①　公共下水道整備事業

②　浄化槽整備推進事業

新 ③　未整備路線の解消

④　上下水道統合型ＧＩＳデータ更新業務

①　水洗化の促進

②　下水処理場施設整備事業

③　農業集落排水処理施設整備事業

④　汚水ポンプ場等改築・更新事業

⑤　マンホールポンプ施設更新事業

⑥　汚水ポンプ場等維持管理業務

１ 安全な水道
　 水の供給 (1) 　原水の安定性確保

(2) 　適切な水質管理体
　　　制の維持

(3) 　蛇口から出る水の
　　　安全性確保

２ 快適な生活
　 空間の維持
　 向上

(1) 　未普及地域の解消

(2) 　公共用水域の水質
　　　保全
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目標指標 H27 H33 H38 課所室名

水質検査機器性能維持達成度(%) 100 100 100 浄水課

取水導水施設点検管理達成度(%) 100 100 100 浄水課

取水井清掃点検達成度(%) 100 100 100 浄水課

水質検査機器性能維持達成度(%) 100 100 100 浄水課

水道ＧＬＰの認定維持 浄水課

塩素臭から見たおいしい水達成率(%) 50.0 100 100 浄水課

水安全計画の検証・見直し － 総務課

仁井田浄水場更新基本計画の策定 仁井田浄水場更新準備室

取出部鉛製給水管率(%) 4.4 0.6 0 水道建設課

メーター廻り鉛製給水管率(%) 11.3 4.8 0 お客様センター

貯水槽水道指導率（%） 100 100 100 給排水課

貯水槽式給水から直結式給水への切替件数（件/年） 2 給排水課

下水道処理人口普及率（%） 92.7 94.7 96.4 下水道整備課

浄化槽設置進捗率(%） 32.3 37.9 41.1 下水道整備課

汚水処理人口普及率（%） 97.8 99.0 99.3 下水道整備課

上下水道統合型ＧＩＳデ－タ更新率（%） 100 100 100 水道維持課

水洗化率（%） 89.1 91.5 93.3 給排水課

下水道目標水質達成率(BOD、SS)（%） 100 100 100 下水道施設課

農業集落排水目標水質達成率(BOD、SS)（%） 100 100 100 下水道施設課

汚水ポンプ場等更新実施率（%） 100 100 100 下水道施設課

マンホ－ルポンプ施設更新実施率（%） 100 100 100 下水道施設課

下水道施設の非常時電源保持率（%） 100 100 100 下水道施設課

毎年度実施

認定の維持

30年度までに策定

7以上
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基本方針 具体的施策 取組・事業

新 ①　仁井田浄水場更新事業【再掲】

②　配水幹線整備事業

③　送配水施設整備事業

④　配水管整備事業

⑤　下水道長寿命化計画に基づく改築・更新事業
※

新 ⑥　ストックマネジメント計画に基づく改築・更新事業
※

⑦　汚水ポンプ場等改築・更新事業【再掲】

①　浄水場等整備事業

②　配水ポンプ場等設備更新事業

新 ③　仁井田浄水場更新事業【再掲】

④　配水幹線整備事業【再掲】

⑤　送配水施設整備事業【再掲】

⑥　配水管整備事業【再掲】

⑦　受託工事関連事業

⑧　水管橋等維持管理業務

⑨　減圧弁等維持管理業務

⑩　漏水防止業務

⑪　上下水道統合型ＧＩＳ維持管理業務

⑫　上下水道統合型ＧＩＳデータ更新業務【再掲】

⑬　アセットマネジメントの運用

⑭　下水道長寿命化計画に基づく改築・更新事業【再掲】
※

新 ⑮　ストックマネジメント計画に基づく改築・更新事業【再掲】
※

⑯　汚水ポンプ場等改築・更新事業【再掲】

⑰　マンホールポンプ施設更新事業【再掲】

⑱　下水道管渠改良事業

⑲　汚水ポンプ場等維持管理業務【再掲】

⑳　不明水対策事業

※　下水道施設の改築・更新事業については、平成３０年度
　までは下水道長寿命化計画に基づき行い、３１年度からは
　ストックマネジメント計画に基づき進めていく。

３ 災害に強い
 　上下水道の
　 構築

(1) 　施設の耐震化

(2)　 施設機能の維持向
　　　上
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目標指標 H27 H33 H38 課所室名

仁井田浄水場更新基本計画の策定 仁井田浄水場更新準備室

配水幹線の耐震化率（%） 61.0         75.7         83.4         水道建設課

送水管の耐震化率（%） 58.4         61.8         62.9         水道建設課

水道管路の耐震化率（%） 20.4         27.1         33.0         水道建設課

下水道管路改築実施率（%） 24.6 下水道整備課

　　〃 － 60.5         88.8         下水道整備課

下水道施設の耐震化率（%） 77.4 94.7 100 下水道施設課

浄水場設備経年化率（%） 54.0 54.0 54.0 浄水課

配水ポンプ場設備機能維持率（%） 100 100 100 水道維持課

仁井田浄水場更新基本計画の策定 仁井田浄水場更新準備室

配水幹線の耐震化率（%） 61.0         75.7         83.4         水道建設課

送水管の耐震化率（%） 58.4         61.8         62.9         水道建設課

水道の有効率（%） 94.3 95.5 95.5 水道建設課

水道管路の耐震化率（%） 20.4 27.1 33.0 水道建設課

水管橋機能維持率（%） 100 100 100 水道維持課

減圧弁機能維持率（%） 100 100 100 水道維持課

水道の有効率（%） 94.3 95.5 95.5 水道維持課

上下水道統合型ＧＩＳ保守率（%） 100 100 100 水道維持課

上下水道統合型ＧＩＳデ－タ更新率（%） 100 100 100 水道維持課

アセットマネジメントの検証・見直し 総務課

下水道管路改築実施率（%） 24.6 下水道整備課

　　〃 － 60.5 88.8 下水道整備課

下水道施設の耐震化率（%） 77.4 94.7 100 下水道施設課

マンホ－ルポンプ施設更新実施率（%） 100 100 100 下水道施設課

陥没・つまり件数（件/年） 119 89 60 下水道整備課

下水道施設の非常時電源保持率（%） 100 100 100 下水道施設課

農業集落排水地区の有収率（%） 78.3 84.5 89.5 下水道整備課

30年度までに43.7％

30年度までに43.7％

毎年度実施

30年度までに策定

30年度までに策定
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基本方針 具体的施策 取組・事業

①　配水幹線整備事業【再掲】

②　配水管整備事業【再掲】

③　流量・水圧遠隔監視システム整備事業

④　浄水場等整備事業【再掲】

新 ⑤　仁井田浄水場更新事業【再掲】

⑥　緊急貯水槽整備事業

⑦　送配水施設整備事業【再掲】

⑧　私道土地使用承諾書取得業務

①　危機管理要領等の改訂

②　災害訓練の実施

新 ③　非常用物資の備蓄

④　周辺の上下水道事業者との情報共有

①　浸水対策下水道事業

新 ②　内水ハザ－ドマップ作成の検討　

①　上下水道事業に関する情報提供の充実

②　アウトリーチ手法によるお客さまニーズの把握

①　口座振替制度のＰＲ

新 ②　クレジットカード払い導入の検討

４ お客さまサー
 　ビスの向上 (1)　 お客さまとの双方向

　　　性の確保

３ 災害に強い
 　上下水道の
　 構築

(3)　 供給システムの強
　　　化

(2)　 利便性の向上

(4) 　危機管理の充実

(5)　 浸水対策の推進
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目標指標 H27 H33 H38 課所室名

配水ブロック実施率（%） 70.0 85.0 100 水道建設課

　　〃 70.0 85.0 100 水道建設課

水道の流量計・水圧監視設備整備率（%） 40.0 47.0 100 水道維持課

浄水場設備経年化率（%） 54.0 54.0 54.0 浄水課

仁井田浄水場更新基本計画の策定 仁井田浄水場更新準備室

緊急貯水槽設置済箇所数(箇所) 2 水道建設課

送水管の耐震化率（%） 58.4         61.8         62.9         水道建設課

私道土地使用承諾書取得件数(件/年) 15 水道維持課

危機管理要領等の見直し 総務課

災害訓練回数(回/年) 2 総務課

非常用物資備蓄率（%） － 100 100 総務課

意見交換会等参加回数(回/年) － 総務課

雨水排水整備率(%) 49.0 50.3 50.8 下水道整備課

内水ハザ－ドマップの作成 － 下水道整備課

広報紙による情報提供回数（回/年） 6 総務課

出前方式による広報活動回数（回/年） 0 総務課

口座振替率（%） 79.2 79.8 80.3 お客様センター

クレジットカード払いの導入 － お客様センター

6以上

2以上

31年度までに検討

30年度までに検討

30以上

2以上

2以上

毎年度実施

30年度までに策定

4
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基本方針 具体的施策 取組・事業

①　浄水場等整備事業【再掲】

新 ②　仁井田浄水場更新事業【再掲】

③　配水管整備事業【再掲】

④　送配水施設整備事業【再掲】

新 ⑤　下水道処理場の再編

⑥　農業集落排水処理施設の再編

⑦　お客様センター所管業務の包括的民間委託

⑧　委託可能業務の検討

⑨　周辺の上下水道事業者との情報共有【再掲】

①　口座振替制度のＰＲ【再掲】

新 ②　債権回収業務の民間委託の検討

③　新たな料金・使用料体系の検討

④　アセットマネジメントの運用【再掲】

新 ⑤　ストックマネジメント計画に基づく改築・更新事業【再掲】

⑥　上下水道未利用地の管理

⑦　法定公共物表題登記測量業務

⑧　上下水道統合型ＧＩＳ維持管理業務【再掲】

⑨　上下水道統合型ＧＩＳデータ更新業務【再掲】

⑩　広告収入等の検討

①　組織体制の見直し

新 ②　資格取得支援制度等の拡充

③　体系的な職員研修の実施

④　上下水道統合型ＧＩＳデータ更新業務【再掲】

(2)　 財政基盤の強化

５ 経営基盤の
 　強化 (1)　 事業運営の効率化

(3)　 組織体制の見直し
　　　と技術の継承
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目標指標 H27 H33 H38 課所室名

浄水場設備経年化率（%） 54.0 54.0 54.0 浄水課

仁井田浄水場更新基本計画の策定 仁井田浄水場更新準備室

水道の有効率（%） 94.3 95.5 95.5 水道建設課

　　〃 94.3 95.5 95.5 水道建設課

下水道処理場数（箇所） 5 下水道整備課

農業集落排水処理施設数（箇所） 22 16 8 下水道整備課

包括的民間委託の継続 － お客様センター

新規業務の委託 － 総務課

意見交換会等参加回数(回/年) － 総務課

料金・使用料等の収納率（%） 99.4 99.5 99.6 お客様センター

債権回収業務の民間委託 － お客様センター

料金・使用料体系の見直し － お客様センター

アセットマネジメントの検証・見直し 総務課

ストックマネジメント計画の策定 － 下水道整備課

遊休施設利活用数（箇所） 2 10 11 総務課

表題登記完了率（%） 68.7 94.9 100 総務課

上下水道統合型ＧＩＳ保守率（%） 100 100 100 水道維持課

上下水道統合型ＧＩＳデ－タ更新率（%） 100 100 100 水道維持課

広告収入等の確保 － 総務課

業務執行体制の点検 総務課

資格取得助成要綱の制定 総務課

職員の内部研修時間(時間／人) 31.8 総務課

上下水道統合型ＧＩＳデ－タ更新率（%） 100 100 100 水道維持課

30年度までに検討

32.0時間以上

30年度までに策定

毎年度実施

毎年度実施

30年度までに要綱制定

31年度に実施

2以上

3以下

30年度までに検討

31年度までに検討

30年度までに策定

30年度までに検討
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基本方針 具体的施策 取組・事業

①　配水管整備事業【再掲】

②　配水幹線整備事業【再掲】

③　送配水施設整備事業【再掲】

④　漏水防止業務【再掲】

新 ⑤　スマートメーター導入の検討

⑥　不明水対策事業【再掲】

①　低排出ガス車への計画的な車両更新

②　浄水発生土の利活用

新 ③　下水熱ポテンシャルマップの作成

④　浄水場等整備事業【再掲】

⑤　汚水ポンプ場等改築・更新事業【再掲】

新 ⑥　仁井田浄水場更新事業【再掲】

　新…推進計画の計画期間内で新規に取り組む事業

６ 環境への配
 　慮 (1) 　有効率・有収率の

　　　向上

(2) 　環境負荷の低減
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目標指標 H27 H33 H38 課所室名

水道の有効率（%） 94.3 95.5 95.5 水道建設課

　　〃 94.3 95.5 95.5 水道建設課

　　〃 94.3 95.5 95.5 水道建設課

　　〃 94.3 95.5 95.5 水道維持課

スマートメーターの導入 － お客様センター

農業集落排水地区の有収率（%） 78.3 84.5 89.5 下水道整備課

低排出ガス車適合率(%) 76.2 100 100 総務課

浄水発生土の有効利用率(%) 100 100 100 浄水課

下水熱ポテンシャルマップの作成 － 下水道整備課

浄水場設備経年化率（%） 54.0 54.0 54.0 浄水課

汚水ポンプ場等更新実施率（%） 100 100 100 下水道施設課

仁井田浄水場更新基本計画の策定 仁井田浄水場更新準備室30年度までに策定

32年度までに作成

33年度までに検討
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３　取組・事業

基本方針１　安全な水道水の供給　

具体的施策(1)　原水の安定性確保

H29 H30 H31 H32 H33

①

水質検査機器
整備事業

原水および各浄水処理過程（沈でん水、
ろ過水、浄水）における水質を把握し、
適切な浄水処理を行うため、水質計器を
整備する。また、給水栓における水道水
質検査の精度を確保するため、耐用年数
を基に更新するとともに、機器性能を維
持するため、それぞれの特性を考慮した
整備計画を策定し保守点検を行う。

＜主な事業＞
・水質計器整備
松渕浄水場水質計器更新工事
（ｐＨ計、残塩計）
仁別浄水場水質計器更新工事
（残塩計、原水濁度計）
・水質検査機器更新
イオンクロマトグラフ
ガスクロマトグラフ質量分析計

実施

実施年度
事業名 事業概要

②

取水導水施設
点検管理業務

仁井田浄水場、豊岩浄水場の取水導水施
設、沈砂池等の機能維持を図るため、目
視点検、泥上げ、点検清掃を行う。

＜主な業務＞
・取水施設点検清掃
・導水管点検
・沈砂池泥上げ
・豊岩浄水場取水口前除砂

実施

③

松渕浄水場等
取水井内部清
掃点検業務

地下水原水がクリプトスポリジウム等に
より汚染されることのないよう、井戸の
内部点検を行うとともに、安定的な取水
量を確保するための内部清掃を行う。

＜主な業務＞
・ケーシングおよびストレーナーの点検

実施 実施
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具体的施策(2)　適切な水質管理体制の維持

H29 H30 H31 H32 H33

①

水質検査機器
整備事業

　【再　掲】

原水および各浄水処理過程（沈でん水、
ろ過水、浄水）における水質を把握し、
適切な浄水処理を行うため、水質計器を
整備する。また、給水栓における水道水
質検査の精度を確保するため、耐用年数
を基に更新するとともに、機器性能を維
持するため、それぞれの特性を考慮した
整備計画を策定し保守点検を行う。

＜主な事業＞
・水質計器整備
松渕浄水場水質計器更新工事
（ｐＨ計、残塩計）
仁別浄水場水質計器更新工事
（残塩計、原水濁度計）
・水質検査機器更新
イオンクロマトグラフ
ガスクロマトグラフ質量分析計

実施

水道ＧＬＰの
認定維持

水質検査の信頼性を確保するため、水道
ＧＬＰの認定を維持しながら品質管理シ
ステムを適切に運用する。

事業名 事業概要
実施年度

②

ステムを適切に運用する。

＜主な業務＞
・品質管理システムの運用（年間計画策
定、内部監査、マネジメントレビュー）
・水道ＧＬＰ認定更新（４年ごと）

実施

③

水質監視機器
整備事業

「おいしい水研究会」が定めたおいしい
水の水質条件である残留塩素０.４mg/ℓ
以下を実現するため、追加塩素注入装置
や給水区域末端部への水質監視機器を整
備する。

＜主な事業＞
・配水場系末端部における残留塩素の現
状調査
・水質監視および追加塩素注入装置設置

調査 検討 実施

④

水安全計画の
運用

水源から給水栓に至る統合的な水質管理
を実現するため、実施状況を検証しなが
ら水安全計画を運用する。

＜主な業務＞
・実施状況の検証
・水安全計画の見直し

実施
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具体的施策(3)　蛇口から出る水の安全性確保

H29 H30 H31 H32 H33

①

仁井田浄水場
更新事業

施設の老朽化が進む仁井田浄水場につい
て、耐震性能の確保、水処理性能の向
上、環境負荷の低減、事業費の縮減方
策、官民連携による効率的な整備手法な
どの検討を行い、基本計画を策定し、施
設の更新を進める。

＜主な事業＞
・基本計画策定
・基本設計
・官民連携導入可能性調査
・業者選定、契約締結

策定 実施

②

鉛製給水管取
出部解消事業

すべての水道利用者に対し、安全な水道
水を供給するため、取り出し部分に残存
する鉛製給水管を配水管整備事業と併せ
て更新する。

＜主な事業＞
・鉛製給水管の取替え工事
　解消給水戸数　約４,７００件

実施

実施年度
事業名 事業概要

③

メ－タ－廻り
鉛製給水管の
解消事業

すべての水道利用者に対し、安全な水道
水を供給するため、水道メーター廻りに
残存する鉛製給水管を解消する。

＜主な事業＞
・鉛管撤去、樹脂製BOX設置、メーター
移設、固定止水栓取付など
　約８,２００件

実施

④

貯水槽水道の
適切な管理

貯水槽水道における水道水の安全性を確
保するため、全設置者等に対して貯水槽
管理状況調査を実施し、その調査結果を
踏まえた電話確認や訪問指導を行う。

＜主な業務＞
・貯水槽管理状況調査
　約５,５００箇所
・不備箇所、共同住宅への訪問指導
　約２,３００件

実施

⑤

直結式給水の
普及促進

蛇口からでる水の安全性の確保と、貯水
槽設置者の水質管理の負担解消および停
電時の断水解消のため、貯水槽式給水か
ら直結式給水への切替を推奨する。

＜主な業務＞
・直結式給水への推奨指導

実施
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基本方針２　快適な生活空間の維持向上　

具体的施策(1)　未普及地域の解消

H29 H30 H31 H32 H33

①

公共下水道整
備事業

生活排水による公共用水域の水質汚濁を
防止するため、公共下水道事業計画区域
内の未普及地域への整備を進めるととも
に、私道申請や市道認定等により事業着
手可能となった路線の整備を行う。

＜主な事業＞
・秋田地域私道等面整備工事
・下浜地区幹線および面整備工事
　（３２年度まで）
・太平地区幹線および面整備工事
　（３０年度まで）

実施

②

浄化槽整備推
進事業

生活排水による公共用水域の水質汚濁を
防止するため、浄化槽整備により生活環
境の改善を図る。

＜主な事業＞
・浄化槽設置工事　約５０基
・放流ポンプ設置工事

実施

事業名 事業概要
実施年度

・放流ポンプ設置工事

③

未整備路線の
解消

生活環境の改善を図るため、未整備路線
について現地踏査や公図調査などを行
い、整備可能な路線については道路管理
者との協議や私道関係者へのＰＲを実施
しながら整備を進める。管路による整備
が不可能な路線は、事業計画の変更や単
独費による浄化槽の設置を検討する。

＜主な業務＞
・スクリーニング調査により抽出した未
整備路線の現地踏査
・整備可能路線(公道)における、道路管
理者との協議や現地調査
・整備可能路線(私道)における、私道申
請事務の補助、町内会等を通じた事業Ｐ
Ｒ
・単独費による浄化槽整備の検討

検討 実施

④

上下水道統合
型ＧＩＳデ－
タ更新業務

システムデ－タを常に最新に保つため、
水道・下水道・農業集落排水・市設置型
浄化槽の設備データを毎年更新する。

＜主な業務＞
・デ－タ更新

実施
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具体的施策(2)　公共用水域の水質保全

H29 H30 H31 H32 H33

①

水洗化の促進 未接続世帯に対し、融資あっせん制度や
助成金の利用をＰＲし、水洗化促進の指
導・助言を行う。

公共下水道事業
＜主な業務＞
・改造資金等の融資あっせん
　約１５０件
・助成金の交付　約１,３００件
・早期接続依頼はがき発送
　約１,０００件
・接続促進啓発パンフレット配布
　約１,１００件
・浄化槽等設置者への訪問指導
　約５,６００件

農業集落排水事業
＜主な業務＞
・改造資金等の融資あっせん　約３０件
・助成金の交付　約５０件
・未接続世帯への訪問

実施

事業名 事業概要
実施年度

個別排水処理事業
＜主な業務＞
・改造資金等の融資あっせん　約３０件
・助成金の交付　約６０件
・未接続世帯への訪問

②

下水処理場施
設整備事業

処理場の機能維持を図るため、老朽化の
著しい設備の点検整備を計画的に行う。

＜主な事業＞
・八橋処理場１系汚水ポンプ改修工事
・八橋処理場２系汚水ポンプ改修工事

実施

③

農業集落排水
処理施設整備
事業

処理施設の機能維持を図るため、老朽化
の著しい設備の点検整備を計画的に行
う。

＜主な事業＞
・下新城南部非常用エンジンポンプ改修
工事
・上新城曝気撹拌機改修工事
・下北手中央掻寄機減速機改修工事
・岩見三内中央非常用発電機改修工事

実施
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H29 H30 H31 H32 H33

④

汚水ポンプ場
等改築・更新
事業

耐用年数が経過し老朽化が著しいポンプ
場設備の機能を維持するため、下水道長
寿命化支援制度や新しい下水道ストック
マネジメント支援制度に沿った計画を策
定し、年次計画に基づく効率的な工事を
行う。

＜主な事業＞
・川口ポンプ場設備等更新工事
・馬場ポンプ場設備等更新工事
・明田・旭橋雨水ポンプ設備等更新工事
・山王ポンプ場設備等更新工事
・新屋ポンプ場設備等更新工事

実施

⑤

マンホールポ
ンプ施設更新
事業

耐用年数が経過し老朽化が著しいマンホ
－ルポンプおよび制御盤等を計画的に更
新する。

＜主な事業＞
・マンホ－ルポンプ設備等更新工事
　１６箇所

実施

事業名 事業概要
実施年度

⑥

汚水ポンプ場
等維持管理業
務

各ポンプ場の機能維持を図るため、老朽
化の著しい設備の点検整備を計画的に行
う。

＜主な事業＞
・ポンプ場機械設備改修工事
・ポンプ場電気設備改修工事

実施
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基本方針３　災害に強い上下水道の構築

具体的施策(1)　施設の耐震化

H29 H30 H31 H32 H33

①

仁井田浄水場
更新事業

　【再　掲】

施設の老朽化が進む仁井田浄水場につい
て、耐震性能の確保、水処理性能の向
上、環境負荷の低減、事業費の縮減方
策、官民連携による効率的な整備手法な
どの検討を行い、基本計画を策定し、施
設の更新を進める。

＜主な事業＞
・基本計画策定
・基本設計
・官民連携導入可能性調査
・業者選定、契約締結

策定 実施

配水幹線整備
事業

災害時にも安全な水道水を安定的に供給
できるよう、各配水ブロックに水道水を
安定的に供給するための配水幹線を整備
するとともに、老朽化した基幹管路の耐
震化を促進する。

＜主な事業＞

事業名 事業概要
実施年度

②

＜主な事業＞
・土崎環状線整備工事
　φ３００～６００　約３.５ｋｍ
・千秋中通明田線整備工事
　φ４００　約１.５ｋｍ
・金足線整備工事
　φ３００　約１.９ｋｍ
・外旭川幹線整備工事
　φ７００　約０.１ｋｍ
・豊岩幹線整備工事
　φ６００　約０.７ｋｍ
・新屋線整備工事
　φ３００　約０.５ｋｍ

実施

③

送配水施設整
備事業

水道水の安定供給を図るため、浄水場か
ら配水場までの送水ルートに対し、送水
管脆弱箇所の耐震化や水融通システムの
強化を促進する。

＜主な事業＞
・竹ノ花送配水管整備工事
　φ１５０～２００　約１.２ｋｍ
・手形山送水管整備工事
　φ１,０００　約０.１ｋｍ
・椿川・上野台配水系整備工事
　φ１５０　約０.６ｋｍ
・平尾鳥送水管整備事業
　φ２００　約０.６ｋｍ

実施
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H29 H30 H31 H32 H33

④

配水管整備事
業

安全な水道水を安定的に供給するため、
漏水や濁水の要因となる老朽配水管の更
新、鉛製給水管の交換、配水管未整備地
区の解消および配水ブロック化の推進に
努める。また、県および市の地域防災計
画に指定された主な病院や避難施設に対
して、配水管の耐震性向上を図る。

＜主な事業＞
・老朽管更新工事
　φ１５０～４００　約６.４ｋｍ
・重要給水施設管路整備工事
　φ５０～２００　約４.２ｋｍ
・配水管布設替・布設工事
　φ５０～２００　約１０５.５ｋｍ

実施

⑤

下水道長寿命
化計画に基づ
く改築・更新
事業

日常生活や社会活動に影響を及ぼす陥没
事故の発生や管渠の機能停止を未然に防
止するため、下水道管渠の点検・調査結
果に基づき策定した長寿命化計画に位置
づけている管渠の改築・更新を行う。

＜主な事業＞
・中央、土崎、新屋地区管渠更生工事

実施

事業名 事業概要
実施年度

・中央、土崎、新屋地区管渠更生工事
φ２５０～１,２００　約１４.５ｋｍ

⑥

ストックマネ
ジメント計画
に基づく改
築・更新事業

下水道システムの機能維持およびライフ
サイクルコストの低減を図るため、ス
トックマネジメント全体計画に位置づけ
た点検・調査を定期的に実施するととも
に、この結果に基づく短期改築計画を策
定し、管渠およびポンプ場等の改築・更
新を行う。

＜主な事業＞
・ストックマネジメント計画の策定
・既存管の点検および調査
・管渠更生工事

策定 実施

⑦

汚水ポンプ場
等改築・更新
事業

　【再　掲】

耐用年数が経過し老朽化が著しいポンプ
場設備の機能を維持するため、下水道長
寿命化支援制度や新しい下水道ストック
マネジメント支援制度に沿った計画を策
定し、年次計画に基づく効率的な工事を
行う。

＜主な事業＞
・川口ポンプ耐震補強工事
・土崎ポンプ耐震補強工事

実施
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具体的施策(2)　施設機能の維持向上

H29 H30 H31 H32 H33

①

浄水場等整備
事業

施設機能を維持するため、浄・配水施設
の整備を計画的に行う。

＜主な事業＞
・建物改修工事
建物改修工事（豊岩浄水場変電所、攪拌
ポンプ室、浜田配水場）
建物改修工事（仁別浄水場・配水場他）
・設備改修・更新工事
（電気、機械、計装）
仁井田浄水場豊岩送水ポンプ整備工事
（№３）
仁井田浄水場２群薬注調節計更新工事
豊岩浄水場浜田送水流量計更新工事

実施

②

配水ポンプ場
等設備更新事
業

ポンプ場の機能を適切に維持するため、
設備を計画的に更新する。

＜主な事業＞
・ポンプ場設備更新工事　２４箇所

実施

事業名 事業概要
実施年度

③

仁井田浄水場
更新事業

　【再　掲】

施設の老朽化が進む仁井田浄水場につい
て、耐震性能の確保、水処理性能の向
上、環境負荷の低減、事業費の縮減方
策、官民連携による効率的な整備手法な
どの検討を行い、基本計画を策定し、施
設の更新を進める。

＜主な事業＞
・基本計画策定
・基本設計
・官民連携導入可能性調査
・業者選定、契約締結

策定 実施
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H29 H30 H31 H32 H33

④

配水幹線整備
事業

　【再　掲】

災害時にも安全な水道水を安定的に供給
できるよう、各配水ブロックに水道水を
安定的に供給するための配水幹線を整備
するとともに、老朽化した基幹管路の耐
震化を促進する。

＜主な事業＞
・土崎環状線整備工事
　φ３００～６００　約３.５ｋｍ
・千秋中通明田線整備工事
　φ４００　約１.５ｋｍ
・金足線整備工事
　φ３００　約１.９ｋｍ
・外旭川幹線整備工事
　φ７００　約０.１ｋｍ
・豊岩幹線整備工事
　φ６００　約０.７ｋｍ
・新屋線整備工事
　φ３００　約０.５ｋｍ

実施

送配水施設整
備事業

　【再　掲】

水道水の安定供給を図るため、浄水場か
ら配水場までの送水ルートに対し、送水
管脆弱箇所の耐震化や水融通システムの
強化を促進する。

事業名 事業概要
実施年度

⑤

　【再　掲】 強化を促進する。

＜主な事業＞
・竹ノ花送配水管整備工事
　φ１５０～２００　約１.２ｋｍ
・手形山送水管整備工事
　φ１,０００　約０.１ｋｍ
・椿川・上野台配水系整備工事
　φ１５０　約０.６ｋｍ
・平尾鳥送水管整備事業
　φ２００　約０.６ｋｍ

実施

⑥

配水管整備事
業

　【再　掲】

安全な水道水を安定的に供給するため、
漏水や濁水の要因となる老朽配水管の更
新、鉛製給水管の交換、配水管未整備地
区の解消および配水ブロック化の推進に
努める。また、県および市の地域防災計
画に指定された主な病院や避難施設に対
して、配水管の耐震性向上を図る。

＜主な事業＞
・老朽管更新工事
　φ１５０～４００　約６.４ｋｍ
・重要給水施設管路整備工事
　φ５０～２００　約４.２ｋｍ
・配水管布設替・布設工事
　φ５０～２００　約１０５.５ｋｍ

実施
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H29 H30 H31 H32 H33

⑦

受託工事関連
事業

道路事業、電線共同溝築造事業、区画整
理事業等の支障となる配水管の移設又は
切廻工事を施工する。

＜主な事業＞
・配水管整備工事
・配水管移設工事

実施

⑧

水管橋等維持
管理業務

水管橋の機能を維持するため、塗装およ
び保温取替えを計画的に行うことによ
り、腐食等による強度の低下を防止し、
防食機能の維持を図る。

＜主な事業＞
・秋田南大橋添架管重防食塗装工事
・島合川水管橋など塗装工事
・下新橋水管橋など塗装・保温工事

実施

⑨

減圧弁等維持
管理業務

水道水を適切な水圧で供給するため、減
圧弁等の定期的な点検、修繕工事を行う
ことにより、機能維持を図る。

実施

事業名 事業概要
実施年度

⑨
＜主な事業＞
・新屋低区など減圧弁修繕工事

実施

⑩

漏水防止業務 漏水の早期発見、早期修理による無効水
量の抑制と二次災害の防止を図るため、
給水区域内の漏水調査を計画的に実施
し、漏水防止対策や水道施設の維持管理
に活用する。

＜主な業務＞
・２年１巡のサイクルで漏水調査

実施

⑪

上下水道統合
型ＧＩＳ維持
管理業務

マッピングシステムの安定稼動を図るた
め、マッピングシステム関連のソフト
ウェア、ハードウェアについて、計画的
な更新および保守管理を行う。

＜主な業務＞
・Web用機器購入
・システム保守

実施
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H29 H30 H31 H32 H33

⑫

上下水道統合
型ＧＩＳデ－
タ更新業務

　【再　掲】

システムデ－タを常に最新に保つため、
水道・下水道・農業集落排水・市設置型
浄化槽の設備データを毎年更新する。

＜主な業務＞
・デ－タ更新

実施

⑬

アセットマネ
ジメントの運
用

長期的な視点に立ち、効率的な水道施設
の維持管理を行うため、アセットマネジ
メントを運用する。

＜主な業務＞
・アセットマネジメントの更新

実施

⑭

下水道長寿命
化計画に基づ
く改築・更新
事業

　【再　掲】

日常生活や社会活動に影響を及ぼす陥没
事故の発生や管渠の機能停止を未然に防
止するため、下水道管渠の点検・調査結
果に基づき策定した長寿命化計画に位置
づけている管渠の改築・更新を行う。

＜主な事業＞
・中央、土崎、新屋地区管渠更生工事

実施

事業名 事業概要
実施年度

・中央、土崎、新屋地区管渠更生工事
φ２５０～１,２００　約１４.５ｋｍ

⑮

ストックマネ
ジメント計画
に基づく改
築・更新事業

　【再　掲】

下水道システムの機能維持およびライフ
サイクルコストの低減を図るため、ス
トックマネジメント全体計画に位置づけ
た点検・調査を定期的に実施するととも
に、この結果に基づく短期改築計画を策
定し、管渠およびポンプ場等の改築・更
新を行う。

＜主な事業＞
・ストックマネジメント計画の策定
・既存管の点検および調査
・管渠更生工事

策定 実施

⑯

汚水ポンプ場
等改築・更新
事業

　【再　掲】

耐用年数が経過し老朽化が著しいポンプ
場設備の機能を維持するため、下水道長
寿命化支援制度や新しい下水道ストック
マネジメント支援制度に沿った計画を策
定し、年次計画に基づく効率的な工事を
行う。

＜主な事業＞
・川口ポンプ場設備等更新工事
・馬場ポンプ場設備等更新工事
・明田・旭橋雨水ポンプ設備等更新工事
・山王ポンプ場設備等更新工事

実施

・山王ポンプ場設備等更新工事
・新屋ポンプ場設備等更新工事
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H29 H30 H31 H32 H33

⑰

マンホールポ
ンプ施設更新
事業

　【再　掲】

耐用年数が経過し老朽化が著しいマンホ
－ルポンプおよび制御盤等を計画的に更
新する。

＜主な事業＞
・マンホ－ルポンプ設備等更新工事
　１６箇所

実施

 ⑱

下水道管渠改
良事業

下水管の機能維持のため、調査点検など
により適切な維持管理を行いながら、必
要に応じて不良箇所の布設替えを行う。

＜主な事業＞
・下水道管渠改良工事

実施

⑲

汚水ポンプ場
等維持管理業
務

　【再　掲】

各ポンプ場の機能維持を図るため、老朽
化の著しい設備の点検整備を計画的に行
う。

＜主な事業＞
・ポンプ場機械設備改修工事
・ポンプ場電気設備改修工事

実施

事業名 事業概要
実施年度

⑳

不明水対策事
業

農業集落排水処理区域における有収率を
向上させるため、管路施設の不明水調査
を実施し、施設の修繕や接続方法の指導
などを実施する。

＜主な事業＞
・公設ます修繕工事
・管路施設修繕工事

実施
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具体的施策(3)　供給システムの強化

H29 H30 H31 H32 H33

①

配水幹線整備
事業

　【再　掲】

災害時にも安全な水道水を安定的に供給
できるよう、各配水ブロックに水道水を
安定的に供給するための配水幹線を整備
するとともに、老朽化した基幹管路の耐
震化を促進する。

＜主な事業＞
・配水ブロック整備数　９ブロック

実施

②

配水管整備事
業

　【再　掲】

安全な水道水を安定的に供給するため、
漏水や濁水の要因となる老朽配水管の更
新、鉛製給水管の交換、配水管未整備地
区の解消および配水ブロック化の推進に
努める。また、県および市の地域防災計
画に指定された主な病院や避難施設に対
して、配水管の耐震性向上を図る。

＜主な事業＞
・配水ブロック整備数　９ブロック

実施

事業名 事業概要
実施年度

③

流量・水圧遠
隔監視システ
ム整備事業

配水ブロック内の流量・水圧の値を適切
に把握するため、携帯電話回線を利用し
た自動収集システムを構築する。

＜主な事業＞
・通信設備設置工事　３３箇所
・監視設備設置工事　５箇所

実施

④

浄水場等整備
事業

　【再　掲】

施設機能を維持するため、浄・配水施設
の整備を計画的に行う。

＜主な事業＞
・建物改修工事
建物改修工事（豊岩浄水場変電所、攪拌
ポンプ室、浜田配水場）
建物改修工事（仁別浄水場・配水場他）
・設備改修・更新工事
（電気、機械、計装）
仁井田浄水場豊岩送水ポンプ整備工事
（№３）
仁井田浄水場２群薬注調節計更新工事
豊岩浄水場浜田送水流量計更新工事

実施
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H29 H30 H31 H32 H33

⑤

仁井田浄水場
更新事業

　【再　掲】

施設の老朽化が進む仁井田浄水場につい
て、耐震性能の確保、水処理性能の向
上、環境負荷の低減、事業費の縮減方
策、官民連携による効率的な整備手法な
どの検討を行い、基本計画を策定し、施
設の更新を進める。

＜主な事業＞
・基本計画策定
・基本設計
・官民連携導入可能性調査
・業者選定、契約締結

策定 実施

⑥

緊急貯水槽整
備事業

東日本大震災と同規模の地震が発生した
場合、震災直後は給水車や人員が制限さ
れる中での応急給水活動となることか
ら、被災リスクの高い地区の避難所に
「緊急貯水槽」を整備し、生命維持に必
要とされる飲料水を確保する。

＜主な事業＞
・飯島小学校内緊急貯水槽設置工事

実施

事業名 事業概要
実施年度

⑦

送配水施設整
備事業

 【再　掲】

水道水の安定供給を図るため、浄水場か
ら配水場までの送水ルートに対し、送水
管脆弱箇所の耐震化や水融通システムの
強化を促進する。

＜主な事業＞
・緊急遮断弁の設置

実施

⑧

私道土地使用
承諾書取得業
務

私道の漏水多発箇所に配水管を整備する
ため、土地使用承諾書を取得する。

＜主な業務＞
・私道土地使用承諾書取得
　約１５０箇所

実施
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具体的施策(4)　危機管理の充実

H29 H30 H31 H32 H33

①

危機管理要領
等の改訂

上下水道に影響を及ぼす可能性が高い危
機に対し、危機発生時の対応や被害の最
小化など、臨機応変な対応をとるため、
危機管理要領等の定期的な見直しを行
う。

＜主な業務＞
・危機管理要領等の内容の確認と修正

実施

②

災害訓練の実
施

危機管理要領や災害対策実施計画等に基
づき、災害時に迅速な対応が取れるよう
にするため、実効性のある災害訓練を実
施する。

＜主な業務＞
・災害訓練を実施

実施

非常用物資の
備蓄

災害発生時に組織機能が維持できるよ
う、職員が必要とする非常用食糧など、
物資の備蓄を行う。

事業名 事業概要
実施年度

③

物資の備蓄を行う。

＜主な業務＞
・物資の備蓄

実施

④

周辺の上下水
道事業者との
情報共有

広域に発生する被害へも迅速に対応する
ため、周辺事業者との情報共有等により
連携を高める。

＜主な業務＞
・意見交換会等への参加

実施
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具体的施策(5)　浸水対策の推進

H29 H30 H31 H32 H33

①

浸水対策下水
道事業

浸水被害解消のため、雨水管を整備す
る。

＜主な事業＞
・新城川左岸３－１号幹線整備工事
　φ２,０００　約１,６００ｍ
・新城川左岸３－１号幹線関連整備工事
　φ８００　約３００ｍ
・草生津川右岸５号幹線整備工事
　□２,５００×１,７５０
　約１５０ｍ
・駅東区画整理内雨水管整備工事

実施

②

内水ハザ－ド
マップ作成の
検討

緊急かつ効率的に浸水被害の軽減を図る
ため、浸水履歴の整理や降雨時の浸水シ
ミュレーションを行うとともに、内水ハ
ザードマップの作成を検討する。

＜主な事業＞
・浸水被害データベースの構築
・浸水シミュレーションの実施

検討

事業名 事業概要
実施年度

・浸水シミュレーションの実施
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基本方針４　お客さまサービスの向上

具体的施策(1)　お客さまとの双方向性の確保

H29 H30 H31 H32 H33

①

上下水道事業
に関する情報
提供の充実

市民の上下水道事業への関心・理解を深
めるため、ホームページや広報紙等によ
り、伝えたい相手とタイミングを意識し
た情報提供を行う。

＜主な業務＞
・ホームページの更新
・広報紙等の配布

実施

②

アウトリーチ
手法によるお
客さまニーズ
の把握

潜在しているお客様ニーズを捉える機会
を増やすため、水道ふれあいフェアや出
前教室でのアンケート調査の実施など、
アウトリーチ手法によりお客さまニーズ
を把握する。

＜主な業務＞
・水道ふれあいフェアの開催
・出前水道教室の開催

実施

事業名 事業概要
実施年度
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具体的施策(2)　利便性の向上

H29 H30 H31 H32 H33

①

口座振替制度
のＰＲ

収納率の向上を図るため、納付制から口
座制への移行を促進するとともに、併せ
て毎月徴収制度のＰＲを行う。

＜主な業務＞
・ホームページによるＰＲ
・広報紙等の配布

実施

②

クレジット
カード払い導
入の検討

水道料金支払方法の多様化と利便性の向
上を図るため、他都市の状況や社会情勢
を考慮しながら、クレジットカード払い
の導入を検討する。

＜主な業務＞
・他都市状況調査
・クレジットカード払いの導入

検討

事業名 事業概要
実施年度
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基本方針５　経営基盤の強化

具体的施策(1)　事業運営の効率化

H29 H30 H31 H32 H33

①

浄水場等整備
事業

　【再　掲】

施設機能を維持するため、浄・配水施設
の整備を計画的に行う。

＜主な事業＞
・建物改修工事
建物改修工事（豊岩浄水場変電所、攪拌
ポンプ室、浜田配水場）
建物改修工事（仁別浄水場・配水場他）
・設備改修・更新工事
（電気、機械、計装）
仁井田浄水場豊岩送水ポンプ整備工事
（№３）
仁井田浄水場２群薬注調節計更新工事
豊岩浄水場浜田送水流量計更新工事

実施

仁井田浄水場
更新事業

　【再　掲】

施設の老朽化が進む仁井田浄水場につい
て、耐震性能の確保、水処理性能の向
上、環境負荷の低減、事業費の縮減方
策、官民連携による効率的な整備手法な
どの検討を行い、基本計画を策定し、施

事業名 事業概要
実施年度

②

どの検討を行い、基本計画を策定し、施
設の更新を進める。

＜主な事業＞
・基本計画策定
・基本設計
・官民連携導入可能性調査
・業者選定、契約締結

策定 実施

③

配水管整備事
業

　【再　掲】

安全な水道水を安定的に供給するため、
漏水や濁水の要因となる老朽配水管の更
新、鉛製給水管の交換、配水管未整備地
区の解消および配水ブロック化の推進に
努める。また、県および市の地域防災計
画に指定された主な病院や避難施設に対
して、配水管の耐震性向上を図る。

＜主な事業＞
・河辺神内配水系整備工事

実施

④

送配水施設整
備事業

　【再　掲】

水道水の安定供給を図るため、浄水場か
ら配水場までの送水ルートに対し、送水
管脆弱箇所の耐震化や水融通システムの
強化を促進する。

＜主な事業＞
・椿川・上野台配水系整備工事

実施
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H29 H30 H31 H32 H33

⑤

下水道処理場
の再編

汚水処理の効率化のため、八橋処理区や
小泉潟処理区の汚水処理機能を、秋田
湾・雄物川流域下水道（臨海処理区）へ
統合する。

＜主な事業＞
・八橋終末処理場統合接続管渠工事
・八橋終末処理場統合場内改造工事
・金足汚水中継ポンプ場築造工事

実施

⑥

農業集落排水
処理施設の再
編

農業集落排水施設の処理機能を維持する
ため、隣接する処理区との集約や公共下
水道への接続を図る。

＜主な事業＞
・飛沢地区管路接続工事
・石田坂地区管路接続工事
・小山地区管路接続工事
・豊巻地区管路接続工事
・萱ケ沢地区更新工事
・笹岡地区管路接続工事
・戸賀沢地区管路接続工事

実施

事業名 事業概要
実施年度

⑦

お客様セン
ター所管業務
の包括的民間
委託

一層のサービス向上とコストの縮減、業
務の効率化を図るため、受付、収納、電
算処理などの料金等の収納に関する業務
や検針、メーター管理、漏水修理などお
客様サービスに関連する業務全般を対象
に包括的民間委託を継続する。

＜主な業務＞
・現契約の検証
・業務内容・契約方法の決定
・水準書等の作成、要綱等の整備
・業者選定、契約締結、受託者研修

実施 継続

⑧

委託可能業務
の検討

経営の効率化を図るため、局内の業務を
精査し、長期的な観点から委託した方が
運営上有利と判断される業務について委
託化を検討する。

＜主な業務＞
・直営業務の精査
・費用対効果の検証

検討 実施

⑨

周辺の上下水
道事業者との
情報共有

　【再　掲】

広域に発生する被害へも迅速に対応する
ため、周辺事業者との情報共有等により
連携を高める。

＜主な業務＞
・意見交換会等への参加

実施
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具体的施策(2)　財政基盤の強化

H29 H30 H31 H32 H33

①

口座振替制度
のＰＲ

　【再　掲】

収納率の向上を図るため、納付制から口
座制への移行促進、併せて毎月徴収制度
のＰＲを行う。

＜主な業務＞
・ホームページによるＰＲ
・広報紙等の配布

実施

②

債権回収業務
の民間委託の
検討

水道料金の未収金収納率を高めるため、
高額債権回収についてサービサーの利用
を検討する。

＜主な業務＞
・サ－ビサーの活用の検討

検討

③

新たな料金・
使用料体系の
検討

地下水切り替えによる料金・使用料収入
の減少に歯止めをかけるため、料金・使
用料体系のあり方を検討する。

＜主な業務＞
・他都市動向調査

検討

事業名 事業概要
実施年度

・他都市動向調査

④

アセットマネ
ジメントの運
用

　【再　掲】

長期的な視点に立ち、効率的な水道施設
の維持管理を行うため、アセットマネジ
メントを運用する。

＜主な業務＞
・アセットマネジメントの更新

実施

⑤

ストックマネ
ジメント計画
に基づく改
築・更新事業

　【再　掲】

下水道システムの機能維持およびライフ
サイクルコストの低減を図るため、ス
トックマネジメント全体計画に位置づけ
た点検・調査を定期的に実施するととも
に、この結果に基づく短期改築計画を策
定し、管渠およびポンプ場等の改築・更
新を行う。

＜主な事業＞
・ストックマネジメント計画の策定
・既存管の点検および調査
・管渠更生工事

策定 実施
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H29 H30 H31 H32 H33

⑥

上下水道未利
用地の管理

廃止された上下水道施設用地の有効活用
を図るため、土地の売却や貸し出しなど
適正な資産運用を行う。

＜主な業務＞
・旧御野場浄化センター等解体撤去

実施

⑦

法定公共物表
題登記測量業
務委託

財産を適切に管理するため、国から譲与
を受けた法定公共物について、測量を行
い境界を明確にした上で、表題登記す
る。

＜主な業務＞
・表題登記測量　４５路線　約１４０筆

実施

⑧

上下水道統合
型ＧＩＳ維持
管理業務

　【再　掲】

マッピングシステムの安定稼動を図るた
め、マッピングシステム関連のソフト
ウェア、ハードウェアについて、計画的
な更新および保守管理を行う。

＜主な業務＞
・Web用機器購入
・システム保守

実施

事業名 事業概要
実施年度

・システム保守

⑨

上下水道統合
型ＧＩＳデ－
タ更新業務

　【再　掲】

システムデ－タを常に最新に保つため、
水道・下水道・農業集落排水・市設置型
浄化槽の設備データを毎年更新する。

＜主な業務＞
・デ－タ更新

実施

⑩

広告収入等の
検討

料金・使用料収入以外の収入を確保する
ため、広告収入等の検討を行う。

＜主な業務＞
・広告収入等の検討

検討 実施
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具体的施策(3)　組織体制の見直しと技術の継承

H29 H30 H31 H32 H33

①

組織体制の見
直し

経営の効率化および上下水道サ－ビスの
向上を図るため、事業執行体制の見直し
を行う。

＜主な業務＞
・組織体制の見直し

実施

②

資格取得支援
制度等の拡充

上下水道事業に関する資格取得を促進
し、職員の技術力の向上を図るため、研
修委員会において、上下水道事業に必要
な資格と助成金額を検討し、上下水道局
の助成要綱を設置する。

＜主な業務＞
・助成金額等の検討
・助成要綱の設置

検討 実施

体系的な職員
研修計画の実
施

職員の技術力の向上を図るため、上下水
道事業に関する専門的知識や技能の習得
と経営意識の向上を図る。

事業名 事業概要
実施年度

③

施 と経営意識の向上を図る。

＜主な業務＞
・職員研修の実施

実施

④

上下水道統合
型ＧＩＳデ－
タ更新業務

　【再　掲】

システムデ－タを常に最新に保つため、
水道・下水道・農業集落排水・市設置型
浄化槽の設備データを毎年更新する。

＜主な業務＞
・デ－タ更新

実施
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基本方針６　環境への配慮

具体的施策(1)　有効率・有収率の向上

H29 H30 H31 H32 H33

①

配水管整備事
業

　【再　掲】

安全な水道水を安定的に供給するため、
漏水や濁水の要因となる老朽配水管の更
新、鉛製給水管の交換、配水管未整備地
区の解消および配水ブロック化の推進に
努める。また、県および市の地域防災計
画に指定された主な病院や避難施設に対
して、配水管の耐震性向上を図る。

＜主な事業＞
・老朽管更新工事（配水本管）
　φ１５０～４００　約６.４ｋｍ
・重要給水施設管路整備工事
　φ５０～２００　約４.２ｋｍ
・配水管布設替・布設工事
　φ５０～２００　約１０５.５ｋｍ

実施

配水幹線整備
事業

　【再　掲】

災害時にも安全な水道水を安定的に供給
できるよう、各配水ブロックに水道水を
安定的に供給するための配水幹線を整備
するとともに、老朽化した基幹管路の耐

事業名 事業概要
実施年度

②

　【再　掲】 するとともに、老朽化した基幹管路の耐
震化を促進する。

＜主な事業＞
・土崎環状線整備工事
　φ３００～６００　約３.５ｋｍ
・千秋中通明田線整備工事
　φ４００　約１.５ｋｍ
・金足線整備工事
　φ３００　約１.９ｋｍ
・外旭川幹線整備工事
　φ７００　約０.１ｋｍ
・豊岩幹線整備工事
　φ６００　約０.７ｋｍ
・新屋線整備工事
　φ３００　約０.５ｋｍ

実施
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H29 H30 H31 H32 H33

③

送配水施設整
備事業

　【再　掲】

水道水の安定供給を図るため、浄水場か
ら配水場までの送水ルートに対し、送水
管脆弱箇所の耐震化や水融通システムの
強化を促進する。

＜主な事業＞
・竹ノ花送配水管整備工事
　φ１５０～２００　約１.２ｋｍ
・手形山送水管整備工事
　φ１,０００　約０.１ｋｍ
・椿川・上野台配水系整備工事
　φ１５０　約０.６ｋｍ
・平尾鳥送水管整備事業
　φ２００　約０.６ｋｍ

実施

④

漏水防止業務

　【再　掲】

漏水の早期発見、早期修理による無効水
量の抑制と二次災害の防止を図るため、
給水区域内の漏水調査を計画的に実施
し、漏水防止対策や水道施設の維持管理
に活用する。

＜主な業務＞
・２年１巡のサイクルで漏水調査

実施

事業名 事業概要
実施年度

・２年１巡のサイクルで漏水調査

⑤

スマートメー
ター導入の検
討

自動検針や漏水の早期発見、水需要デー
タの集積と応用活用のため、スマート
メーターの導入を検討する。

＜主な業務＞
・先進都市導入事例調査
・スマートメーター本体価格動向調査

検討

⑥

不明水対策事
業

　【再　掲】

農業集落排水処理区域における有収率を
向上させるため、管路施設の不明水調査
を実施し、施設の修繕や接続方法の指導
などを実施する。

＜主な事業＞
・公設ます修繕工事
・管路施設修繕工事

実施
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具体的施策(2)　環境負荷の低減

H29 H30 H31 H32 H33

①

低排出ガス車
への計画的な
車両更新

地球環境への排出ガスの低減を図るた
め、現在管理している公用車両を計画的
に低排出ガス車に更新する。

＜主な業務＞
・車両更新　約２５台

実施

②

浄水発生土の
利活用

浄水処理過程で発生する汚泥を有効利用
するため、再利用可能な性状に加工し有
価物として売却する。

＜主な業務＞
・浄水発生土の販売

実施

③

下水熱ポテン
シャルマップ
の作成

下水道が有する資源を有効活用するた
め、下水熱利用の活性化を図る。

＜主な業務＞
・秋田市下水道条例の改正
・他都市事例の収集
・下水熱利用・ポテンシャルマップ作成

実施

事業名 事業概要
実施年度

・下水熱利用・ポテンシャルマップ作成

④

浄水場等整備
事業

　【再　掲】

施設機能を維持するため、浄・配水施設
の整備を計画的に行う。

＜主な事業＞
・建物改修工事
建物改修工事（豊岩浄水場変電所、攪拌
ポンプ室、浜田配水場）
建物改修工事（仁別浄水場・配水場他）
・設備改修・更新工事
（電気、機械、計装）
仁井田浄水場豊岩送水ポンプ整備工事
（№３）
仁井田浄水場２群薬注調節計更新工事
豊岩浄水場浜田送水流量計更新工事

実施

⑤

汚水ポンプ場
等改築・更新
事業

　【再　掲】

耐用年数が経過し老朽化が著しいポンプ
場設備の機能を維持するため、下水道長
寿命化支援制度や新しい下水道ストック
マネジメント支援制度に沿った計画を策
定し、年次計画に基づく効率的な工事を
行う。

＜主な事業＞
・川口ポンプ場設備等更新工事
・馬場ポンプ場設備等更新工事
・明田・旭橋雨水ポンプ設備等更新工事
・山王ポンプ場設備等更新工事

実施

・山王ポンプ場設備等更新工事
・新屋ポンプ場設備等更新工事
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H29 H30 H31 H32 H33

⑥

仁井田浄水場
更新事業

　【再　掲】

施設の老朽化が進む仁井田浄水場につい
て、耐震性能の確保、水処理性能の向
上、環境負荷の低減、事業費の縮減方
策、官民連携による効率的な整備手法な
どの検討を行い、基本計画を策定し、施
設の更新を進める。

＜主な事業＞
・基本計画策定
・基本設計
・官民連携導入可能性調査
・業者選定、契約締結

策定 実施

事業名 事業概要
実施年度
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参　　考

目標指標 説　　明 算　　式

水質検査機器性能維持達成度
(%)

水質検査機器の性能維持度合いを表す指標 （性能維持機器数÷全機器数）×100

取水導水施設点検管理達成度
(%)

取水導水施設の機能維持度合いを表す指標 （点検実施施設数÷管理施設数）×100

取水井清掃点検達成度(%) 取水井の機能維持度合いを表す指標 （清掃実施数÷管理施設数）×100

水道ＧＬＰの認定維持
水質検査の信頼性を確保するための取り組みを表
す

水道ＧＬＰの認定維持

塩素臭から見たおいしい水達
成率(%)

残留塩素の水質基準（0.1mg/ℓ以上）を満たした上
で、よりおいしい水（水質管理目標値0.4mg/ℓ以
下）を給水するための指標

［１－｛（残留塩素最大濃度－残留塩素
水質管理目標値）÷残留塩素水質管理目
標値｝］×100

水安全計画の検証・見直し 水道システムの安全性に向けた取り組みを表す 水安全計画の検証・見直し

仁井田浄水場更新基本計画の
策定

仁井田浄水場の更新に向けた取り組みを表す 仁井田浄水場更新基本計画の策定

取出部鉛製給水管率(%)
鉛製給水管の解消に向けた取り組みの進捗度合い
を表す指標

（取出部鉛製給水管使用件数÷給水件
数）×100

メーター廻り鉛製給水管率(%)
鉛製給水管の解消に向けた取り組みの進捗度合い
を表す指標

（メーター廻り鉛製給水管使用件数÷給
水件数）×100

貯水槽水道指導率（%）
水道事業としての貯水槽水道への関与度を表す指
標

（貯水槽水道指導件数÷貯水槽水道総
数）×100

貯水槽式給水から直結式給水
への切替件数（件/年）

貯水槽管理の不備に伴う衛生問題などに対する水
道事業体としての取り組みを表す指標

貯水槽式給水から直結式給水へ切替する
件数

下水道処理人口普及率（%） 事業サ－ビス享受の概況を判断するための指標
（下水道処理区域内人口÷行政区域内人
口）×100

浄化槽設置進捗率(%） 事業サ－ビス享受の概況を判断するための指標
（浄化槽設置基数÷個別処理対象の家屋
数）×100

汚水処理人口普及率（%）
事業サ－ビス享受の概況を総合的に判断するため
の指標

（汚水処理区域内人口÷行政区域内人
口）×100

上下水道統合型ＧＩＳデ－タ
更新率（%）

上下水道管路デ－タの更新による業務効率化への
取り組みを表す指標

（データ更新処理件数÷データ更新依頼
件数）×100

水洗化率（%） 事業サ－ビス享受の概況を判断するための指標
（水洗化人口÷汚水処理区域内人口）×
100

下水道目標水質達成率(BOD、
SS)（%）

下水道終末処理場で汚水が適正に処理されたか示
す指標

（目標水質達成回数÷水質調査回数）×
100

農業集落排水目標水質達成率
(BOD、SS)（%）

農業集落排水処理施設で汚水が適正に処理された
か示す指標

（目標水質達成回数÷水質調査回数）×
100

汚水ポンプ場等更新実施率
（%）

下水道システムの機能維持を示す指標 (実施件数÷更新計画件数)×100

マンホ－ルポンプ施設更新実
施率（%）

下水道システムの機能維持を示す指標 (実施件数÷更新計画件数)×100

下水道施設の非常時電源保持
率（%）

停電時においても処理機能を維持できるか示す指
標

(非常時電源設備を有する汚水ポンプ場
等施設数÷汚水ポンプ場等施設数)×100

配水幹線の耐震化率（%）
地震災害に対する水道システムの安全性、危機対
応性を示す指標

（配水幹線の耐震管延長÷配水幹線総延
長）×100
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目標指標 説　　明 算　　式

送水管の耐震化率（%）
地震災害に対する水道システムの安全性、危機対
応性を示す指標

（送水管の耐震管延長÷送水管総延長）
×100

水道管路の耐震化率（%）
地震災害に対する水道システムの安全性、危機対
応性を示す指標

（耐震管延長÷管路総延長）×100

下水道管路改築実施率（%）
老朽化した管路に対する改築・更新の進捗度を示
す指標

（改築などを実施した管路延長÷改築な
どを必要とする管路延長）×100

下水道施設の耐震化率（%） 地震災害に対する建物の安全性を示す指標
{耐震施設（建物）の総床面積÷耐震化
が必要な施設（建物）の総床面積}×100

浄水場設備経年化率（%） 浄水システムの機能維持を示す指標
（期待耐用年数内設備数／全設備数）×
100

配水ポンプ場設備機能維持率
（%）

水道システムの機能維持を示す指標
（保守整備件数÷保守整備計画件数）×
100

水道の有効率（%） 水道事業の経営効率性を表す指標 （有効水量÷配水量）×100

水管橋機能維持率（%） 水道システムの機能維持を示す指標
（保守整備件数÷保守整備計画件数）×
100

減圧弁機能維持率（%） 水道システムの機能維持を示す指標
（保守整備件数÷保守整備計画件数）×
100

上下水道統合型ＧＩＳ保守率
（%）

上下水道管路の属性情報管理システムの保守状況
を表す指標

（保守作業件数÷保守作業計画件数）×
100

アセットマネジメントの検
証・見直し

水道システムの効率的な維持管理に向けた取り組
みを表す

アセットマネジメントの検証・見直し

陥没・つまり件数（件/年）
管きょの水密性の欠如や劣化に伴う道路陥没など
の件数を示す指標

道路等陥没と管きょ等閉塞事故の発生件
数

農業集落排水地区の有収率
（%）

農業集落排水地区の汚水管路施設の維持管理や改
築・修繕の判断基準となる指標

（年間有収水量÷年間総汚水処理水量）
×100

配水ブロック実施率（%）
地震災害に対する水道システムの安全性、危機対
応性を示す指標

（実施配水ブロック数÷計画配水ブロッ
ク総数）×100

水道の流量計・水圧監視設備
整備率（%）

配水系統の管理や管路の維持管理の容易性を示す
指標

（整備ブロック内給水人口÷全ブロック
内給水人口）×100

緊急貯水槽設置済箇所数
(箇所)

地震災害に対する水道水供給の危機対応性を示す
指標

緊急貯水槽を設置した箇所数

私道土地使用承諾書取得件数
(件/年)

水道事業の経営効率性に向けた取り組みを表す指
標

私道土地使用承諾書を取得した件数

危機管理要領等の見直し 危機発生時の対応などへの取り組みを表す 危機管理要領の見直し

災害訓練回数(回/年)
災害発生時に迅速な対応をするための取り組みを
表す指標

災害訓練を行った回数

非常用物資備蓄率（%） 災害発生時に組織機能が維持できるかを表す指標
（３日分の備蓄食糧÷全職員分の３日分
の必要食糧）×100

意見交換会等参加回数(回/年)
災害発生時に迅速な対応をするための取り組みを
表す指標

意見交換会等への参加回数

雨水排水整備率(%) 降雨に対する安全性を示す指標 （整備済面積÷雨水計画面積）×100

内水ハザ－ドマップの作成 浸水被害の軽減を図るための取り組みを表す 内水ハザ－ドマップの作成
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目標指標 説　　明 算　　式

広報紙による情報提供回数
（回/年）

上下水道事業への関心・理解を深めるための取り
組みを表す指標

広報紙により情報提供を行った回数

出前方式による広報活動回数
（回/年）

お客さまニ－ズを把握するための取り組みを表す
指標

出前方式により広報活動を行った回数

口座振替率（%）
料金・使用料納入の向上に向けた取り組みの進捗
度合いを表す指標

（口座振替調定件数÷調定件数）×100

クレジットカード払いの導入 お客さまの利便性向上に向けた取り組みを表す クレジットカード払いの導入

下水道処理場数（箇所）
公共下水道事業の効率化に向けた取り組みを表す
指標

下水道処理場の箇所数

農業集落排水処理施設数
（箇所）

農業集落排水事業の効率化に向けた取り組みを表
す指標

農業集落排水処理施設の箇所数

包括的民間委託の継続 事業運営の効率化に向けた取り組みを表す
お客様センタ－所管業務の包括的民間委
託の継続

新規業務の委託 経営の効率化に向けた取り組みを表す 新規業務の委託

料金・使用料等の収納率（%）
１年間の水道料金総調定額に対して、決算確定時
点において納入されている収入額の割合を示し、
経営状況の健全性を表す指標

（料金納入額÷調定額）×100

債権回収業務の民間委託 料金・使用料納入の向上に向けた取り組みを表す 債権回収業務の民間委託

料金・使用料体系の見直し
大口需要者などの水道離れを抑制する取り組みを
表す

料金・使用料体系の見直し

遊休施設利活用数（箇所） 経営の効率化に向けた取り組みを表す指標 遊休施設の利活用箇所数

表題登記完了率（%） 適切な財産管理に対する取り組みを表す指標
（測量業務実施路線数÷27年度末の未登
記全路線数）×100

広告収入等の確保 財政基盤の強化に向けた取り組みを表す 広告収入等の確保

業務執行体制の点検 業務の効率化に向けた取り組みを表す 業務執行体制の点検

資格取得助成要綱の制定 業務の効率化に向けた取り組みを表す 資格取得助成要綱の制定

職員の内部研修時間
(時間/人)

業務の効率化に向けた取り組みを表す指標
（職員が内部研修を受けた時間×受講人
数）÷全職員数

スマートメーターの導入 水道システムの機能維持に向けた取り組みを表す スマートメーターの導入

低排出ガス車適合率(%) 環境負荷の低減に向けた取り組みを表す指標
（低排出ガス適合車両台数÷全車両台
数）×100

浄水発生土の有効利用率(%) 資源の循環利用への取り組みを表す指標 （有効利用土量÷浄水発生土量）×100

下水熱ポテンシャルマップの
作成

下水道が有する資源を有効活用する取り組みを表
す

下水熱ポテンシャルマップの作成
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